単価契約仕様書

　　　　　　　　　　　　　　　　
　子ども若者はぐくみ局第二児童福祉センター

　　　　　　　　　　　　　　　　 （担当 庶務係　藤田、坂本　電話 612-2727）
	
	件名
	（単価契約）令和８年度京都市第二児童福祉センター洗濯業務
	

	
	形状・寸法
	別紙１のとおり
	

	
	予定数量
	　別紙１のとおり
	

	
	契約期間
	　令和８年４月1日　～　令和９年３月３１日
	

	
	契約条件
	　
１ 集配場所

　第二児童福祉センター　別館（診療所）
　　　京都市伏見区深草加賀屋敷町２４－２６
 ２ 請求方法

  　　洗濯料金は、１箇月間の洗濯枚数に契約単価を乗じて算出し、契約業者が翌月上旬に第二児童福祉センターに請求するものとする。
 ３ 支払方法

　　契約業者から請求書を受け取ってから１５日以内に支払う。

　※ 集配日時、仕上げ等については、別紙２のとおり


	


	クリーニングの種類・予定数量
	

	
	種　　　　類
	規　　　格
	予定数量

	
	バスタオル
	
	２１０

	
	フェイスタオル
	
	６０

	
	ハンドタオル
	
	２

	
	ベッドカバー
	
	５５

	
	ベビーベッドカバー
	
	２

	
	看護服（上）
	
	７０

	
	看護服（下）
	ズボン
	８０

	
	エプロン
	
	２０

	
	ポロシャツ
	
	１

	
	白衣（長）
	
	１０

	
	タオルケット
	
	５

	
	敷布団カバー
	
	２

	
	掛け布団カバー
	
	２

	
	枕カバー
	
	２

	
	カーテン
	約1.8m×1m
	６０

	
	合　　　計
	５８１

	
	
	


※ 予定数量は概数を提示するものであり、保障するものではない。


洗濯物の集配日時・場所

	集配の日時
	集配の場所

	回収：　毎週決まった曜日・時刻に１回

　　　　　（協議の上決定）
納品：　次回の回収日

※ 祝日（閉庁日）の場合は、翌開庁日に行うこと

※ 業務都合により、年度当初に決定した回収曜日及び時刻について年度内に見直しを行う可能性がある。その際は協議に応じること。
	別館（診療所）　１階　予診室


※　回収時は、回収枚数を確認し、預り表を発行すること。

※　回収時に回収物の傷み、汚れが激しいと判断した場合は、発注責任者（第二児童福
　　祉センター庶務係職員）へ迅速に報告すること。
※　洗濯物は、適当な大きさに折りたたみ、ビニール袋に入れて納品すること。

なお、白衣及び看護服は、それぞれ名前が書いてあるので、名前ごと袋に入れるこ
と。

※　白衣・シーツ類は、アイロン仕上げとする。
※　納品時は、納品書を作成すること。

※　納品時に不具合を発注者が発見した場合は、直ちに原状に戻すこと。
※　年末年始（12/29～1/3）の扱いについては、別途協議する。
別紙１





別紙２








